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住民参加条例制定へ
取り組む

仮
称

町民と町が協力して、住み良いまちをつくろう

近
年
、
地
方
分
権
の
進
展
や
住
民

活
動
の
活
発
化
に
よ
り
、
地
域
の
ま
ち
づ
く

り
の
主
役
で
あ
る
住
民
の
声
を
、
地
域
の
行
政
運
営

に
反
映
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
中
、
町
で
も
、
町
民
と
町
と
の
協
働
に
よ
る
開
か
れ
た

町
政
を
推
進
し
、
真
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立
し
よ
う
と
、

（
仮
称
）
住
民
参
加
条
例
の
制
定
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
（
仮
称
）
住
民
参
加
条
例
と
は
、
町
の
意
思
決
定
過
程
に
町

民
皆
さ
ん
の
声
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
ま
た
事
業
な
ど
の
実
施
段

階
に
お
い
て
、
町
民
と
町
が
よ
り
良
い
関
係
の
下
、
協
働
し
て

い
く
た
め
の
仕
組
み
や
手
続
き
を
明
文
化
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
条
例
は
、
平
成
16
年
４
月
１
日
施
行
を
目
指

し
て
い
ま
す
。
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特集 町民と町が協力して、
住み良いまちをつくろう

検
討
経
過

昨
年
か
ら
こ
れ
ま
で
、
一
般
公
募
に
よ
る

町
民
委
員
や
町
内
の
町
民
参
加
に
関
係
の
深

い
団
体
の
代
表
な
ど
で
構
成
す
る
、（
仮
称
）

住
民
参
加
条
例
の
制
定
に
係
る
専
門
研
究
委

員
会
と
、
町
職
員
で
構
成
す
る
庁
内
研
究
部

会
を
中
心
に
検
討
を
し
て
き
ま
し
た
。

専
門
研
究
委
員
会
で
は
、
平
成
14
年
度
に

６
回
、
平
成
15
年
度
に
１
回
、
合
計
７
回
の

会
議
を
開
催
し
、
町
の
町
民
参
加
施
策
の
現

況
と
課
題
、
条
例
の
類
型
と
構
成
、
条
例
骨

子
（
案
）
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
庁
内
研
究
部
会
で
は
専
門
研
究
委
員

会
と
並
行
し
て
、合
計
６
回
の
会
議
を
開
催
し
、

職
員
の
見
地
か
ら
検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
条
例
の
ス
タ
イ
ル
と
盛
り
込

む
べ
き
項
目
（
骨
子
）
が
次
の
よ
う
に
ま
と

ま
り
ま
し
た
。

自
治
基
本
条
例
タ
イ
プ

一
口
に
住
民
参
加
の
た
め
の
条
例
と
い
っ

て
も
、
各
市
町
村
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の

条
例
が
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

自
治
基
本
条
例
、
住
民
参
加
条
例
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
条
例
、
公
益
住
民

活
動
支
援
条
例
、
住
民
投
票
条
例
、
街
づ
く

り
条
例
そ
し
て
理
念
条
例
の
７
つ
に
大
別
さ

れ
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
本
町
に
必
要
な
条
例
の
ス
タ

イ
ル
は
、
個
別
の
町
民
参
加
手
続
き
を
定
め

る
条
例
で
は
な
く
、「
自
治
体
の
憲
法
」
と
も

い
わ
れ
、
自
治
体
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
の

基
本
理
念
、
住
民
と
行
政
と
の
協
働
の
在
り

方
、
行
政
運
営
の
基
本
原
則
な
ど
を
総
合
的

に
規
定
す
る
「
自
治
基
本
条
例
」
タ
イ
プ
で

あ
る
と
の
結
論
を
得
ま
し
た
。

条
例
案
骨
子

専
門
研
究
委
員
会
や
庁
内
研
究
部
会
で
の

検
討
の
結
果
、
条
例
に
盛
り
込
む
べ
き
項
目

（
骨
子
）
の
う
ち
、
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り

で
す
。

前
文

町
の
将
来
像
や
条
例
制
定
の
背
景
、
必
要

性
、
趣
旨
な
ど
を
宣
言
的
に
規
定
す
る
も
の

基
本
原
則

「
町
民
参
加
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
」
と

「
ま
ち
づ
く
り
関
す
る
情
報
を
町
民
・
町
相
互

に
共
有
す
る
こ
と
」
を
基
本
原
則
と
す
る
も
の

町
民
の
権
利
お
よ
び
責
務
　

町
民
を
ま
ち
づ
く
り
の
主
体
と
し
て
位
置

付
け
、
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
権
利
を
保

障
す
る
と
と
も
に
、
町
民
に
ま
ち
づ
く
り
の

主
体
と
し
て
自
ら
の
発
言
と
行
動
に
責
任
を

課
す
る
も
の

議
会
の
責
務

ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
上
で
議
決
機
関
で

あ
る
議
会
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
考
慮

し
、
町
政
運
営
の
監
視
や
議
会
情
報
の
積
極

的
な
提
供
な
ど
、
そ
の
責
務
を
規
定
す
る
も
の

町
の
責
務

町
民
主
体
・
町
民
参
加
に
よ
る
ま
ち
づ
く

り
の
推
進
や
説
明
責
任
な
ど
、
町
の
責
務
を

規
定
す
る
も
の

行
政
評
価

効
率
的
な
町
政
運
営
の
た
め
、
行
政
評
価

の
実
施
と
評
価
結
果
の
公
表
に
つ
い
て
規
定

す
る
も
の

住
民
投
票

町
の
特
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
町
民

の
意
思
を
直
接
確
認
す
る
た
め
、
住
民
投
票

制
度
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の

審
議
会
な
ど
へ
の
参
加

審
議
会
な
ど
へ
、
町
民
か
ら
の
公
募
委
員

を
登
用
す
る
こ
と
を
制
度
化
す
る
も
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続

重
要
な
政
策
な
ど
の
決
定
に
当
た
り
、
案

の
段
階
で
公
表
し
、
町
民
な
ど
か
ら
意
見
を

聴
き
取
り
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
て
最

終
的
な
決
定
を
行
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン

ト
手
続
に
つ
い
て
制
度
化
す
る
も
の

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

町
民
参
加
に
よ
る
町
政
の
実
現
の
た
め
、

町
の
保
有
す
る
情
報
の
積
極
的
な
公
開
と
提

供
を
規
定
し
、
ま
た
、
情
報
公
開
と
対
を
な

す
個
人
情
報
の
保
護
を
規
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
運
用
に
つ
い
て
は
別
に
条
例
を
定
め
る
も

の
会
議
な
ど
の
公
開

審
議
会
な
ど
の
会
議
に
関
し
、
事
前
の
周

知
、
会
議
の
原
則
公
開
、
議
事
録
な
ど
の
公

開
を
制
度
化
す
る
も
の

公
益
住
民
活
動
へ
の
支
援

行
政
区
や
Ｎ
Ｐ
О
な
ど
の
町
民
団
体
に
よ

る
公
益
的
な
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
対
し
て
、

財
政
的
・
物
質
的
な
支
援
の
基
本
事
項
に
つ

い
て
規
定
す
る
も
の

都
市
づ
く
り

土
地
利
用
、
建
築
行
為
、
開
発
行
為
な
ど
、

地
域
の
物
的
環
境
整
備
を
目
的
と
す
る
都
市

づ
く
り
に
関
す
る
項
目
の
う
ち
、
開
発
規
制

色
の
強
い
も
の
で
は
な
く
、
町
民
参
加
に
よ

る
町
民
、
事
業
者
、
行
政
三
位
一
体
の
都
市

づ
く
り
を
行
う
た
め
の
施
策
を
規
定
す
る
も

の
町
民
参
加
推
進
機
関

条
例
の
趣
旨
に
即
し
て
、
町
民
参
加
の
ま

ち
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
監

視
、
点
検
す
る
た
め
、
町
民
参
加
推
進
機
関

を
設
置
す
る
も
の

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

今
年
12
月
開
催
予
定
の
愛
川
町
議
会
定
例

会
に
条
例
案
を
提
案
、
平
成
16
年
４
月
１
日

の
施
行
を
目
指
し
、
今
年
度
も
専
門
研
究
委

員
会
や
庁
内
研
究
部
会
を
中
心
に
検
討
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

７
月
と
８
月
に
か
け
て
は
、
こ
の
条
例
で

規
定
す
る
新
し
い
住
民
参
加
手
法
「
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
」
を
条
例
の
制
定
に

当
た
り
実
施
す
る
予
定
で
す
。

ま
た
、
町
民
皆
さ
ん
の
生
の
声
を
お
聴
き

す
る
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続

と
同
時
期
に
「
町
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催

す
る
予
定
で
す
。

さ
ら
に
、
広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
検

討
経
過
な
ど
を
随
時
掲
載
し
、
町
民
皆
さ
ん

と
の
情
報
の
共
有
を
進
め
な
が
ら
条
例
を
制

定
し
て
い
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
◆
総
務
課
文
書
法
制
班
1
（
内
線
）

２
１
８
へ
。



国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
が
出
産
す
る
場
合
、
事
前
に

出
産
費
用
の
一
部
を
無
利
子
で
貸

し
付
け
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

（１）
出
産
予
定
日
ま
で
１
カ
月
以
内

で
あ
る
方
。

（２）
妊
娠
４
カ
月
以
上
の
方
で
、
病

院
な
ど
か
ら
出
産
費
用
の
請
求

を
受
け
た
方
、
ま
た
は
そ
の
費

用
を
支
払
っ
た
方
。

※
た
だ
し
、
申
込
時
に
町
税
お
よ

び
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
世
帯
に
限
り
ま
す
。

貸
付
額

24
万
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

申
し
込
み
方
法

（１）
出
産
予
定
日
ま
で
１
カ
月
以
内

の
方

「
出
産
育
児
一
時
金
貸
付
申
込

書
」
に
、
出
産
予
定
日
ま
で
１
カ

月
以
内
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
を
添
付
し
、
健
康
づ
く
り
課

国
民
健
康
保
険
班
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

（２）
妊
娠
４
カ
月
以
上
の
方
で
、
医

療
機
関
な
ど
か
ら
出
産
費
用
の

請
求
を
受
け
た
方
、
ま
た
は
そ

の
費
用
を
支
払
っ
た
方

「
出
産
育
児
一
時
金
貸
付
申
込

書
」
に
、
妊
娠
４
カ
月
以
上
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
と
、
病

院
な
ど
か
ら
の
出
産
費
用
の
内
訳

が
記
載
さ
れ
た
請
求
書
、
ま
た
は

領
収
書
を
添
付
し
、
健
康
づ
く
り

課
国
民
健
康
保
険
班
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

償
還
方
法

貸
付
申
込
を
す
る
と
き
に
、
相

殺
契
約
の
申
し
込
み
を
同
時
に
行

っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
貸
付
金
は
30
万
円
の
出
産
育

児
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
と
き
に

相
殺
（
天
引
き
）
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
◆
健
康
づ
く
り
課
国

民
健
康
保
険
班
1（
内
線
）
２
６

５
・
２
６
９
へ
。

敬
老
の
日
に
ち
な
み
、
結
婚
後

50
年
ま
た
は
60
年
を
迎
え
ら
れ
た

ご
夫
妻
へ
、
長
寿
を
お
祝
い
し
て

記
念
品
を
お
贈
り
し
ま
す
。
対
象

と
な
る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
書
は
長
寿
課
お
よ
び
半

原
・
中
津
出
張
所
に
あ
り
ま
す
。

対
象
◆

●
結
婚
後
50
年
を
迎
え
ら
れ
た
ご

夫
妻
（
昭
和
27
年
９
月
16
日
〜
昭

和
28
年
９
月
15
日
に
結
婚
さ
れ
た

ご
夫
妻
）

●
結
婚
後
60
年
を
迎
え
ら
れ
た
ご

夫
妻
（
昭
和
17
年
９
月
16
日
〜
昭

和
18
年
９
月
15
日
に
結
婚
さ
れ
た

ご
夫
妻
）

●
結
婚
後
50
年
、
60
年
を
経
過
し
、

ま
だ
記
念
品
を
受
け
て
い
な
い
ご

夫
妻

資
格
◆
今
年
の
９
月
15
日
ま
で
に

町
内
に
６
カ
月
以
上
在
住
し
、
住

民
登
録
を
さ
れ
て
い
る
方

申
し
込
み
方
法
◆

６
月
30
日
（
月
）
ま
で
に
結
婚
年

月
日
ま
た
は
同
居
年
月
日
が
確
認

で
き
る
書
類
（
戸
籍
の
謄
本
な
ど
）

を
申
請
書
に
添
付
し
、
長
寿
課
高

齢
福
祉
班
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
◆
長
寿
課
高
齢
福
祉

班
1（
内
線
）
２
７
４
へ
。

町政 情 報 館

出
産
費
を
最
高
24
万
円
ま
で

貸
し
付
け
ま
す

長
寿
夫
妻
へ
記
念
品
を
贈
呈

医
療
保
険
や
年
金
、
労
働
基
準
、

国
道
な
ど
、
国
の
行
政
機
関
な
ど

の
業
務
に
関
す
る
苦
情
や
相
談
に

応
じ
て
、
問
題
解
決
の
お
手
伝
い

を
す
る
行
政
相
談
委
員
に
、
４
月

１
日
付
で
法
務
大
臣
か
ら
小
島
和

三
郎
さ
ん
と
岡
部
信
子
さ
ん
が
委

嘱
さ
れ
ま
し
た
。

行
政
相
談
委
員
は
、
偶
数
月
の

第
２
金
曜
日
の
午
後
に
町
役
場
で

開
設
し
て
い
る
「
な
や
み
ご
と
相

談
」
の
ほ
か
、
行
政
相
談
委
員
の

自
宅
で
も
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
◆
住
民
課
住
民
相
談

班
1（
内
線
）
２
５
５
へ
。

国
の
業
務
に
関
す
る
苦
情
・
相
談
に
応
じ
る
行
政
相
談
委
員

2
人
に
委
嘱
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町
で
は
、
こ
の
ほ
ど
、「
心
豊

か
な
家
族
と
の
び
や
か
な
子
ど
も

の
成
長
を
育
む
　
あ
い
（
愛
）
の

ま
ち
」
を
基
本
理
念
と
し
た
「
す

こ
や
か
親
子
あ
い
か
わ
〜
第
２
次

愛
川
町
母
子
保
健
計
画
〜
」
を
策

定
し
ま
し
た
。

こ
の
計
画
で
は
、
子
育
て
を
保

護
者
の
役
割
だ
け
で
な
く
、
保
護

者
を
中
心
と
し
た
家
族
と
地
域
が

支
え
て
い
く
も
の
と
し
て
と
ら

え
、
子
ど
も
が
健
や
か
に
伸
び
伸

び
と
成
長
で
き
る
こ
と
を
目
指

し
、
子
育
て
の
孤
立
化
や
児
童
虐

待
の
増
加
、
思
春
期
の
健
康
問
題

な
ど
の
新
た
な
課
題
に
柔
軟
に
対

応
し
、
母
子
保
健
施
策
を
総
合

的
・
体
系
的
に
推
進
す
る
こ
と
を

目
標
に
し
て
い
ま
す
。

１
思
春
期
の
保
健
対
策
の
強
化

と
健
康
教
育
の
推
進

児
童
生
徒
が
生
命
の
尊
さ
を
理

解
し
、
自
己
と
他
者
の
生
命
、
お

よ
び
心
身
の
健
康
を
重
ん
じ
る
心

を
育
て
る
た
め
の
支
援
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
健
全
な
「
こ
こ
ろ
と

体
」
の
発
達
の
た
め
に
、
学
校
保

健
・
地
域
保
健
・
医
療
・
福
祉
な

ど
の
連
携
を
促
進
し
ま
す
。

２
妊
娠
・
出
産
に
関
す
る
安
全

性
の
確
保

豊
か
な
母
性
意
識
を
高
め
、
妊

娠
・
出
産
に
関
す
る
正
し
い
知
識

の
普
及
を
図
り
、
主
体
的
に
出
産

や
育
児
が
で
き
る
よ
う
支
援
し
ま

す
。
ま
た
、
妊
産
婦
が
家
庭
や
地

域
、
職
場
に
見
守
ら
れ
て
、
安
心

し
て
出
産
に
臨
み
、
ま
た
、
出
産

後
に
育
児
を
楽
し
み
な
が
ら
、
安

心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
な

環
境
づ
く
り
に
努
め
ま
す
。

不
妊
治
療
を
求
め
る
夫
婦
に
対

し
て
は
、
必
要
な
情
報
の
提
供
体

制
の
整
備
に
努
め
ま
す
。

３
小
児
保
健
医
療
水
準
を
維

持
・
向
上
さ
せ
る
た
め
の
環

境
整
備

疾
病
の
早
期
発
見
は
も
と
よ

り
、
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
の
把
握

を
は
じ
め
、
む
し
歯
を
含
め
た
疾

病
予
防
・
乳
幼
児
突
然
死
症
候
群

（
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
）
や
事
故
防
止
な
ど
、

母
子
の
健
康
を
維
持
・
増
進
す
る

た
め
妊
娠
か
ら
一
貫
し
た
母
子
保

健
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
努
め
ま

す．４
子
ど
も
の
安
ら
か
な
発
達
の

促
進
と
育
児
不
安
の
軽
減

子
育
て
は
、
保
護
者
を
中
心
と

し
た
家
族
や
地
域
全
体
で
行
な
わ

れ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
地
域
で

の
子
育
て
を
基
本
に
置
き
、
子
ど

も
の
健
や
か
な
発
育
・
発
達
を
促

進
す
る
た
め
、
家
庭
・
地
域
の
環

境
整
備
、
育
児
情
報
の
提
供
や
相

談
体
制
の
充
実
・
強
化
を
図
る
と

と
も
に
、
働
く
女
性
や
外
国
人
母

子
に
対
し
て
も
安
心
し
て
育
児
が

行
え
る
よ
う
子
育
て
支
援
な
ど
の

環
境
整
備
に
努
め
ま
す
。
ま
た
、

児
童
虐
待
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

地
域
の
理
解
と
協
力
を
得
る
と
と

も
に
、
各
行
政
機
関
お
よ
び
各
関

係
機
関
と
の
連
携
を
図
る
な
ど
、

児
童
虐
待
の
防
止
体
制
の
整
備
に

努
め
ま
す
。

５
個
人
の
健
康
状
態
に
応
じ
た
支

援医
療
機
関
や
保
育
園
・
幼
稚
園

な
ど
、
関
係
諸
機
関
の
連
携
を
図

り
、
療
育
の
体
系
化
に
向
け
た
検

討
と
継
続
し
た
処
遇
が
行
わ
れ

る
、
一
貫
し
た
療
育
体
制
の
整
備

に
向
け
た
検
討
を
進
め
ま
す
。

６
母
子
保
健
推
進
体
制
の
整
備

子
育
て
支
援
に
お
け
る
施
策

や
、
効
果
的
な
母
子
保
健
対
策
の

推
進
を
図
る
た
め
の
基
盤
が
適
切

に
整
備
さ
れ
、
質
の
高
い
母
子
保

健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る

体
制
づ
く
り
に
努
め
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
◆
健
康
づ
く
り
課
予

防
班
1（
内
線
）
２
６
３
・
２
６
４

へ
。

心
豊
か
な
家
族
と

の
び
や
か
な
子
ど
も
の
成
長
を
育
む
あ
い
の
ま
ち
へ

「
す
こ
や
か
親
子
あ
い
か
わ
」
〜
第
2
次
愛
川
町
母
子
保
健
計
画
〜
を
策
定
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現
在
、
児
童
手
当
を
受
け
て
い

る
方
は
、
５
月
下
旬
に
お
送
り
し

た
児
童
手
当
現
況
届
を
６
月
中
に

福
祉
課
児
童
福
祉
班
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
小
学
校
入
学
前
の
お
子

さ
ん
を
養
育
し
て
い
て
、
現
在
手

当
を
受
け
て
い
な
い
方
や
昨
年
、

所
得
制
限
に
よ
り
児
童
手
当
を
受

け
ら
れ
な
か
っ
た
方
は
、
あ
ら
た

め
て
新
規
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。
児
童
手
当
は
申
請
し
た
月
の

翌
月
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。
申
請

が
遅
れ
る
と
遅
れ
た
月
分
の
手
当

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の
　

印
鑑
、
振
込
先
の
分
か
る
通
帳

な
ど

○
手
当
の
支
給
対
象
と
金
額

最
初
の
子
ど
も
・
２
人
目
の
子
ど
も

…
…
…
…
月
額
　
５，
０
０
０
円

３
人
目
以
降
の
子
ど
も

…
…
…
…
月
額
１
０，
０
０
０
円

問
い
合
わ
せ
◆
福
祉
課
児
童
福
祉

班
1（
内
線
）
２
４
４
・
２
４
７
へ
。

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を

平成14年中の
国民年金加入者・ 厚生年金などの

扶養親族等の数
年金未加入者 加入者

平成14年分所得額 平成14年分所得額

0人 301万円未満 460万円未満

1人 339万円未満 498万円未満

2人 377万円未満 536万円未満

3人 415万円未満 574万円未満

4人 453万円未満 612万円未満

5人 491万円未満 650万円未満

○ 平成15年度所得制限限度額



公
文
書
公
開
条
例
と
個
人
情
報

保
護
条
例
に
つ
い
て
、
平
成
14
年

度
の
運
用
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。よ

り
公
正
で
開
か
れ
た
町
政
の

実
現
を
目
指
し
て
、
町
が
所
有
し

て
い
る
公
文
書
を
皆
さ
ん
の
請
求

に
応
じ
て
公
開
す
る
も
の
で
す
。

公
文
書
公
開
の
請
求
が
さ
れ
た
主

な
も
の
は
、
学
校
給
食
に
関
す
る

も
の
で
す
。

（１）
公
文
書
の
公
開
の
請
求
件
数
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
60
件

（２）
公
文
書
の
公
開
を
す
る
旨
の
決

定
し
た
件
数
…
…
…
…
…
45
件

（３）
公
文
書
の
一
部
を
公
開
す
る
旨

の
決
定
を
し
た
件
数
…
…
12
件

（４）
公
文
書
の
公
開
を
し
な
い
旨
の

決
定
を
し
た
件
数
…
…
…
２
件

（５）
公
文
書
の
公
開
の
請
求
の
取
り

下
げ
…
…
…
…
…
…
…
…
１
件

（６）
不
服
申
し
立
て
の
件
数
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
２
件
（
累
計
）

（７）
不
服
申
立
て
の
処
理
状
況
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
２
件
（
累
計
）

個
人
情
報
を
守
る
た
め
、
町
が

保
有
す
る
個
人
情
報
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
、
基
本
的
な
ル
ー
ル
を

定
め
る
と
と
も
に
、
本
人
の
求
め

に
応
じ
て
町
が
保
有
す
る
個
人
情

報
の
開
示
や
訂
正
な
ど
を
行
う
も

の
で
す
。

（１）
個
人
情
報
取
り
扱
い
事
務
の
登

録
件
数
…
…
…
…
…
５
５
７
件

（２）
開
示
お
よ
び
訂
正
の
請
求
件
数
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
０
件

（３）
不
服
申
し
立
て
件
数
お
よ
び
そ

の
処
理
状
況
…
…
…
…
…
０
件

（４）
是
正
の
申
し
出
件
数
…
…
１
件

（５）
是
正
の
申
し
出
の
処
理
状
況
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
件

町
で
は
役
場
本
庁
舎
１
階
に

「
町
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
」
を
常
設

し
て
い
ま
す
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で

は
、
公
文
書
公
開
制
度
や
個
人
情

報
保
護
制
度
に
つ
い
て
の
案
内
・

相
談
・
請
求
の
受
け
付
け
や
、
町

政
に
関
す
る
刊
行
物
お
よ
び
資
料

の
閲
覧
・
販
売
・
コ
イ
ン
コ
ピ
ー

サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
◆
総
務
課
文
書
法
制

班
1（
内
線
）
２
１
８
へ
。

こ
の
ほ
ど
、
総
勢
80
人
の
皆
さ

ん
が
交
通
指
導
隊
（
交
通
安
全
指

導
嘱
託
員
）
と
し
て
町
か
ら
委
嘱

さ
れ
ま
し
た
。

交
通
指
導
隊
は
、
子
ど
も
や
お

年
寄
り
な
ど
へ
の
交
通
安
全
教
育

や
、
街
頭
交
通
指
導
、
交
通
安
全

施
設
の
保
守
な
ど
、
交
通
事
故
防

止
の
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

任
期
は
２
年
。
隊
長
・
副
隊
長
は

次
の
皆
さ
ん
で
す
。

交
通
指
導
隊
正
副
隊
長
（
敬
称
略
）

○
愛
川
地
区：

鳥
居
行
男（
隊
長
）

○
高
峰
地
区：

大
久
保
順
二
（
副

隊
長
）

○
中
津
地
区：

驂
川
操（
副
隊
長
）

○
工
業
団
地
地
区：

内
田
照
夫

（
副
隊
長
）

62003.June

町政 情 報 館

交
通
指
導
隊
80
人
を
委
嘱

平
成
14
年
度
公
文
書
公
開
条
例
・

個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況

●
公
文
書
公
開
条
例
の
運
用
状
況

●
個
人
情
報
保
護
条
例
の

運
用
状
況

鳥居行男さん大久保順二さん

驂川操さん内田照夫さん



町
で
は
、
現
在
、
０
歳
児
か
ら

中
学
校
卒
業
ま
で
の
子
ど
も
の
医

療
費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
７
月

１
日
か
ら
こ
の
助
成
制
度
を
一
部

改
め
、
４
歳
児
か
ら
小
学
校
入
学

前
児
童
へ
も
「
○
医
療
証
」
を
交

付
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
小
学

校
入
学
前
児
童
ま
で
が
、
医
療
機

関
へ
保
険
診
療
の
自
己
負
担
を
支

払
う
必
要
が
な
く
な
り
、
よ
り
助

成
を
受
け
や
す
く
な
り
ま
す
。

改
正
前

４
歳
児
か
ら
小
学
校
入
学
前
児

童
の
医
療
費
を
、
平
成
14
年
７
月

１
日
か
ら
助
成
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、

医
療
費
を
い
っ
た
ん
医
療
機
関
へ

支
払
い
、
後
日
、
必
要
な
も
の
を

持
っ
て
福
祉
課
へ
申
請
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

改
正
後

今
年
７
月
１
日
か
ら
は
、
４
歳

児
か
ら
小
学
校
入
学
前
児
童
へ

も
、
３
歳
児
ま
で
の
よ
う
な
「
○

医
療
証
」
を
交
付
し
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
、「
○
医
療
証
」
と
健
康

保
険
証
を
医
療
機
関
へ
提
示
す
れ

ば
、
保
険
診
療
の
自
己
負
担
を
支

払
わ
ず
に
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

※
県
外
の
医
療
機
関
や
「
○
医
療

証
」
を
取
り
扱
っ
て
い
な
い
医

療
機
関
で
受
診
し
た
場
合
は
、

制
度
改
正
前
の
方
法
で
医
療
費

の
助
成
を
行
い
ま
す
。

※
０
歳
児
か
ら
３
歳
児
ま
で
と
、

小
学
１
年
生
か
ら
中
学
卒
業
ま

で
の
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
に

つ
い
て
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

４
歳
児
〜
６
歳
児
は

「
○
医
療
証
」
の
交
付
申
請
を
! !

今
回
の
制
度
改
正
で
新
た
に

「
○
医
療
証
」
が
交
付
さ
れ
る
の

は
、
平
成
９
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
11
年
７
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
４
歳
児
か
ら
６
歳
児
ま
で
で

す
。該

当
す
る
乳
幼
児
を
養
育
し
て

い
る
方
は
、
印
鑑
と
乳
幼
児
が
加

入
し
て
い
る
健
康
保
険
証
を
お
持

ち
の
上
、
福
祉
課
で
「
○
医
療
証
」

の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

６
月
13
日
ま
で
に
申
請
を
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
、
７
月
１
日
ま
で
に

「
○
医
療
証
」
を
お
送
り
で
き
ま

す
。
６
月
16
日
以
降
に
申
請
し
た

場
合
は
、
順
次
、「
○
医
療
証
」

を
お
送
り
し
ま
す
。

平
成
11
年
７
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
乳
幼
児
で
、
す
で
に
「
○

医
療
証
」
を
お
持
ち
の
場
合
は
あ

ら
た
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
住
所
・
氏
名
・
加
入

健
康
保
険
な
ど
に
変
更
が
あ
る
場

合
は
、「
○
医
療
証
」
と
印
鑑
・

健
康
保
険
証
を
お
持
ち
の
上
、
役

場
福
祉
課
へ
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

小
児
医
療
費
助
成
制
度
の

あ
ら
ま
し

●
０
歳
児
か
ら
小
学
校
入
学
前
児

童
ま
で
の
医
療
費
を
助
成

町
民
で
各
種
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
０
歳
児
か
ら
小
学
校
入

学
前
児
童
ま
で
の
入
院
・
通
院
に

か
か
る
医
療
費
を
、
養
育
者
の
所

得
に
か
か
わ
ら
ず
助
成
し
て
い
ま

す
。申

請
方
法

子
ど
も
の
健
康
保
険
証
と
印
鑑

を
お
持
ち
の
上
、
福
祉
課
で
「
○

医
療
証
」
の
交
付
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

利
用
方
法

県
内
の
医
療
機
関
へ
か
か
る
場

合
、「
○
医
療
証
」
と
健
康
保
険

証
を
併
せ
て
提
示
す
れ
ば
、
保
険

診
療
の
自
己
負
担
分
が
無
料
に
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
入
院
時
の
食

事
代
・
差
額
ベ
ッ
ド
・
健
康
診
断

な
ど
の
保
険
対
象
外
の
分
と
、
ほ

か
の
公
的
医
療
費
の
助
成
を
受
け

る
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
県
外
の
医
療
機
関
や

「
○
医
療
証
」
の
取
り
扱
い
を
し

て
い
な
い
医
療
機
関
へ
受
診
し
た

場
合
は
、
診
療
日
の
翌
月
か
ら
１

年
以
内
に
、
次
の
①
〜
⑤
を
お
持

ち
の
上
、
福
祉
課
で
「
小
児
医
療

費
助
成
申
請
」
を
し
て
く
だ
さ
い
。

後
日
、
保
険
診
療
の
自
己
負
担
分

が
助
成
さ
れ
ま
す
。

①
「
○
医
療
証
」

②
領
収
書
（
受
診
者
の
氏
名
・
診

療
日
・
保
険
点
数
が
記
載
さ
れ
た

も
の
）

③
健
康
保
険
証
（
受
診
時
に
使
用

し
た
も
の
）

④
印
鑑

⑤
振
込
先
の
分
か
る
通
帳
な
ど

（
養
育
者
名
義
で
、
郵
便
局
以
外

の
口
座
に
限
り
ま
す
）

※
高
額
療
養
費
・
家
族
療
養
附
加

金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
れ

を
示
す
書
類
が
必
要
で
す
。

※
養
育
医
療
・
育
成
医
療
・
小
児

特
定
疾
患
な
ど
の
医
療
費
助
成
を

受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
決
定

通
知
書
が
必
要
で
す
。

●
小
学
１
年
生
か
ら
中
学
卒
業
ま

で
の
子
ど
も
の
医
療
費
を
助
成

町
民
で
各
種
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
、
小
学
１
年
生
か
ら
中

学
校
卒
業
ま
で
の
子
ど
も
の
入
院

に
か
か
る
医
療
費
を
助
成
し
て
い

ま
す
。
こ
の
場
合
、
養
育
者
の
所

得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

小
学
１
年
生
か
ら
中
学
卒
業
ま

で
の
子
ど
も
に
は
、「
○
医
療
証
」

の
交
付
は
し
ま
せ
ん
の
で
、
医
療

費
は
い
っ
た
ん
医
療
機
関
へ
支
払

っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
助
成
を
受

け
る
た
め
に
は
、
診
療
日
の
翌
月

か
ら
１
年
以
内
に
次
の
①
〜
④
を

お
持
ち
の
上
、
福
祉
課
で
「
小
児

医
療
費
助
成
申
請
」
を
し
て
く
だ

さ
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
後
日
、
保

険
診
療
の
自
己
負
担
分
が
助
成
さ

れ
ま
す
。

た
だ
し
、
入
院
時
の
食
事
代
・

差
額
ベ
ッ
ド
・
健
康
診
断
な
ど
の

保
険
対
象
外
の
分
と
、
ほ
か
の
公

的
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
場
合

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

①
領
収
書
（
受
診
者
の
氏
名
・
診

療
日
・
保
険
点
数
が
記
載
さ
れ
た

も
の
）

②
健
康
保
険
証
（
受
診
時
に
使
用

し
た
も
の
）

③
印
鑑

④
振
込
先
の
分
か
る
通
帳
な
ど

（
養
育
者
名
義
で
、
郵
便
局
以
外

の
口
座
に
限
り
ま
す
）

※
高
額
療
養
費
・
家
族
療
養
附
加

金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
れ

を
示
す
書
類
が
必
要
で
す
。

※
育
成
医
療
・
小
児
特
定
疾
患
な

ど
の
医
療
費
助
成
を
受
け
て
い
る

場
合
は
、
そ
の
決
定
通
知
書
が
必

要
で
す
。

な
お
、
こ
の
制
度
の
利
用
に
は
、

養
育
者
の
所
得
制
限
が
あ
る
た

め
、
申
請
す
る
前
に
制
度
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
を
、
あ
ら
か
じ
め

福
祉
課
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
町
村
民
税
の
申
告
の
無
い
方

や
転
入
さ
れ
た
方
な
ど
は
、
養
育

者
の
所
得
（
課
税
）
証
明
書
が
必

要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
◆
福
祉
課
社
会
福
祉

総
務
班
1（
内
線
）
２
４
２
・
２
４

４
へ
。
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よ
り
便
利
な
小
児
医
療
費
助
成
制
度
へ

小
学
校
入
学
前
ま
で
「
○
医
療
証
」
を
交
付

乳

乳

乳

乳

乳

乳
乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳

乳
乳
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町
で
は
、
新
し
い
道
路
「
幣

山
・
下
平
線
」
の
整
備
を
、
中
津

川
右
岸
（
山
沿
い
）
に
計
画
し
て

い
ま
す
。
こ
の
道
路
は
、
中
津
台

地
を
南
北
に
縦
断
す
る
県
道
の
朝

夕
の
渋
滞
を
緩
和
す
る
た
め
、
箕

輪
幣
山
地
内
か
ら
中
津
八
菅
山
地

内
の
八
菅
橋
下
流
ま
で
の
約
２
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
り
、
車
道
幅

員
７
メ
ー
ト
ル
・
歩
道
幅
員
３
メ

ー
ト
ル
で
整
備
す
る
予
定
で
す
。

す
で
に
昨
年
度
、
八
菅
橋
下
流

の
道
路
整
備
が
完
了
し
て
い
ま

す
。
今
年
度
は
幣
山
側
の
橋
の
基

礎
２
カ
所
の
工
事
を
行
う
予
定

で
、
そ
の
後
も
平
成
22
年
度
の
完

成
を
目
指
し
て
、
計
画
的
に
事
業

を
進
め
ま
す
。

幣
山
・
下
平
線
が
開
通
す
れ

ば
、
厚
木
市
内
の
国
道
２
４
６
号

お
よ
び
１
２
９
号
へ
の
接
続
が
容

易
に
な
り
、
近
隣
の
市
や
町
が
よ

り
身
近
な
生
活
圏
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
◆
道
路
課
道
路
整
備

班
1（
内
線
）
３
１
４
へ
。

町
が
造
る
新
し
い
道
路
「
幣
山
・
下
平
線
」

町
施
設
の
室
内
は
完
全
分
煙
で
す

愛川町 
役場 

衛生プラント 

金田交差点 

国
道
　
号 

山際 

129一本松 

内
陸
工
業
団
地 

愛川聖苑 

中津 
小学校 

県道相模原愛川線 

八菅神社 

角田大橋 

幣
山
・
下
平
線
 

延
長
=
2
.0
km

八菅橋 

才戸橋 座架依橋 

県道厚木愛川 
　　津久井線 

平山大橋 中
津
川
 

県
道
相
模
原
大
磯
線
 

国
道
412号

 

国
道
24
6号
 

文 

位 置 図

イメージ図

健
康
増
進
法
の
施
行
に
伴
い
、

６
月
１
日
か
ら
町
施
設
の
室
内
は

特
定
の
場
所
を
除
き
禁
煙
と
し
ま

し
た
。

健
康
増
進
法
は
、
す
べ
て
の
人

が
健
や
か
で
心
豊
か
に
生
活
で
き

る
活
力
あ
る
社
会
を
目
指
し
、
生

活
習
慣
の
見
直
し
を
通
し
て
積
極

的
に
健
康
を
増
進
し
、
病
気
の
発

生
を
予
防
す
る
こ
と
と
、
一
人
ひ

と
り
の
主
体
的
な
健
康
づ
く
り
活

動
を
社
会
全
体
で
支
援
す
る
こ
と

に
重
点
を
置
い
て
い
ま
す
。
特
に
、

官
公
庁
施
設
や
学
校
・
体
育
館
・

病
院
・
飲
食
店
な
ど
多
数
の
人
々

が
利
用
す
る
施
設
の
管
理
者
は
、

室
内
な
ど
で
他
人
の
た
ば
こ
の
煙

を
吸
わ
さ
れ
る
受
動
喫
煙
の
防
止

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

室
内
の
分
煙
は
本
庁
舎
・
文
化

会
館
の
ほ
か
、
半
原
・
中
津
出
張

所
、
ラ
ビ
ン
プ
ラ
ザ
、
レ
デ
イ
ー

ス
プ
ラ
ザ
、
各
公
園
施
設
な
ど
、

す
べ
て
の
町
施
設
が
対
象
で
す
。

こ
れ
ら
の
施
設
に
は
、
入
口
付
近

の
屋
外
に
灰
皿
を
設
置
し
て
い
ま

す
の
で
、
室
内
の
分
煙
ま
た
は
禁

煙
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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こ
の
ほ
ど
、
各
行
政
区
の
区
長

21
人
の
皆
さ
ん
を
、
地
区
嘱
託
員

に
委
嘱
し
ま
し
た
。

地
区
嘱
託
員
は
、
地
域
の
皆

さ
ん
か
ら
の
意
見
・
要
望
の
取

り
ま
と
め
や
、
町
政
運
営
に
必

要
な
調
査
・
報
告
な
ど
、
町
民

と
町
政
を
結
ぶ
パ
イ
プ
役
と
な

っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
た
、
併
せ
て
広
報
広
聴
委
員

も
兼
務
し
て
い
た
だ
き
、
町
長
と

話
し
合
う
つ
ど
い
な
ど
の
運
営
も

担
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

地
区
嘱
託
員
21
人
を
委
嘱

白井秀朖さん（川北区）

住吉健二さん（桜台団地区）

闍木雅夫さん（三増区）

闍橋政和さん（春日台区）

熊澤孝典さん（小沢区）

小幡庄市さん（熊坂区）

木藤安治さん（原臼区）

大矢　堯さん（田代区）

岡島慶明さん（半縄区）

熊坂弘司さん（上熊坂区） 有賀忠利さん（箕輪区）

井上重好さん（坂本区）

大野桂司さん（桜台区）

齋藤忠次さん（大塚区）

佐々木力夫さん（細野区）

内藤健太郎さん（宮本区）

原田哲生さん（両向区）

平川光夫さん（六倉区）

驂川一良さん（二井坂区）山田　巌さん（下谷八菅山区）

吉川　勇さん（角田区）
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かつてその年に結婚した女性が、挙式当日の晴れ姿で

お参りする風習があったことから美女祭りとも呼ばれる

田代勝楽寺「半僧坊祭り」。今年も恒例の4月17日に開

催され、たくさんの若者や家族連れでにぎわいました。

参道の両脇に軒を連ねる、昔懐かしい夜店の前では

「何を買おうか、何を食べようか」と、お小遣いを握り

締めた子どもたちが目をキョロキョロ。そんな子どもに

交じって、子どものように楽しむ大人の姿もあちらこち

らで見られました。

店に誘われ、大人も子どもに戻る春の一夜
田代の勝楽寺「半僧坊祭り」夜

このほど、中津鳶尾山組合（井上照二

美組合長　会員128人）の皆さんが、鳶

尾山頂北斜面に300本の桜を植栽しまし

た。これは同組合が、鳶尾山の保全や自

然林の管理を図るとともに、鳶尾山が桜

の観光名所となることを願い、「鳶尾山

桜の名所づくり事業」として昭和62年か

ら続けているものです。

現在までに植栽されたソメイヨシノや

ヤエザクラなどの数は、なんと6,870本。

毎年春には美しい花が咲き誇り、私たち

を楽しませてくれます。

年の春も楽しみです。
鳶尾山桜の名所づくり事業来

I C S

平成15年春の叙勲で、このほど長島孝夫さん（角田・75歳）が

勲五等瑞宝章を受章しました。

長島さんは昭和22年から40年以上、厚木愛甲地区の各小学校で

教職を務められ、中津第二小学校校長および、中津小学校校長な

どを歴任されました。

退職後も町教育委員会非常勤職員として社会教育活動の振興に

努力されたほか、愛川町教育委員会委員長として大任を果たしま

した。

の叙勲
長島孝夫さんが勲五等瑞宝章に春
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T O P

教育や文化の振興に功績のあった方々を表彰する「愛川町教育委員会表彰式」が４月２９

日、文化会館で行われました。

文化関係で9人、社会教育関係で4人、学校教育関係で5人の皆さんが受賞し、平川教育委

員長から表彰状などが贈られました。（敬称略）

●文化関係 ●社会教育関係 ●学校教育関係

平本　敏（三増） 佐藤正吉（中津） 前川典子（中津）

山田　勲（中津） 加藤一男（三増） 飯塚雅夫（厚木市）

山口勇一（田代） 浦本征夫（中津） 佐藤一成（田代）

金子哲夫（中津） 池田建兒（中津） 榊原美津子（海老名市）

木村澄枝（中津） 小堀廣資（三増）

熊谷隆夫（春日台）

小島喜一（半原）

柴田明子（半原）

渡辺勝弘（田代）

育・文化の振興に功績
18人が受賞　教育委員会表彰教

町内産の農・林産物や畜産物を、広く知ってもらおうと今年

で28回目となる農林まつりが、4月26日と27日に役場庁舎周

辺で行われました。会場には花や野菜の苗などが所狭しと並べ

られ、お目当ての物を探したり、地元産のキャベツやネギなど

の新鮮野菜やウインナソーセージなどを買い求めたりする家族

連れなどでにぎわいました。

地元産の野菜や花苗を販売
ツツジ咲き誇る会場で農林まつり地



自
分
の
体
、

ち
ゃ
ん
と
見
つ
め
て
い
ま
す
か
？

わ
た
し
た
ち
「
ア
ロ
マ
ス
ト
レ
ッ
チ
」
は
、
毎
日
が
健
康
で
楽
し
く
過

ご
せ
る
よ
う
活
動
し
て
い
る
ス
ト
レ
ッ
チ
体
操
の
サ
ー
ク
ル
で
す
。

ス
ト
レ
ッ
チ
は
体
に
た
ま
っ
た
緊
張
を
取
り
除
く
運
動
で
、
体
が
心
地

よ
く
感
じ
る
よ
う
、
焦
ら
ず
に
ゆ
っ
く
り
と
行
う
の
が
ポ
イ
ン
ト
。
難
し

い
運
動
で
は
な
い
の
で
、
年
齢
に
関
係
な
く
自
分
に
合
わ
せ
て
楽
し
め
る

の
が
魅
力
で
す
。
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
ス
ト
レ
ッ
チ
体
操
に
「
ア

ロ
マ
セ
ラ
ピ
ー
」
を
取
り
入
れ
、
毎
週
違
っ
た
香
り
を
楽
し
ん
で
し
ま
す
。

「
ア
ロ
マ
セ
ラ
ピ
ー
」
は
花
や
薬
草
に
含
ま
れ
る
香
り
を
使
用
し
た
芳

香
療
法
で
、
人
間
が
本
来
持
つ
自
然
治
癒
力
を
高
め
、
健
康
づ
く
り
が
行

え
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ラ
ベ
ン
ダ
ー
や
ユ
ー
カ
リ
な
ど
の
ア
ロ
マ
オ

イ
ル
を
傍
ら
に
置
く
と
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
気
持
ち
よ
く
体
を
伸
ば
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

主
な
活
動
は
、
毎
週
金
曜
日
の
午
後
１

時
30
分
か
ら
３
時
ま
で
、
レ
デ
ィ
ー
ス
プ

ラ
ザ
で
行
っ
て
い
ま
す
。
見
学
も
自
由
で

す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

日
ご
ろ
の
ス
ト
レ
ス
や
体
の
疲
れ
を
、

ゆ
っ
く
り
と
し
た
時
間
の
中
で
植
物
の
優

し
い
香
り
に
包
ま
れ
な
が
ら
解
き
放
し
て

ゆ
く
…
。
あ
な
た
も
こ
ん
な
優
雅
な
時
間
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このコーナーでは、あなたの自慢の作品を紹介させていただきます。家族やペットの写真・

自作のイラストなどをお送りください。（営利目的や宗教・政治色が強いものは掲載できません。

お送りいただいた作品すべてを掲載できない場合もあります）

応募方法◆町内在住の方で、作品と住所・氏名・年齢・電話番号・作品の解説などを明記の上

お送りください。 あて先◆〒243－0392 角田251－1 愛川町役場総務課広報広聴班

わが家のアイドル姉妹　

綾芽3才と小春6カ月です。

（近藤健一さん）

つい遊びたくなるようです。
（笹真智子さん）

孫の将悟と初旅行しました。
（小林敬子さん）
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今月号の広報あいかわを読んで、クイズに挑戦し

てください。正解者の中から抽選で5人の方に、図書

券（1,000円分）をプレゼントします。

応募方法◆町内に在住の方で、1人1通に限ります。は

がきに答え・住所・氏名・年齢・電話番号・本誌のご感

想を記入の上、お送りください。

（FAX可）

締切日◆6月9日（月）当日消印有効

あて先◆〒243－0392 角田251－1

愛川町役場総務課広報広聴班

（FAX番号286－5021）

正解と当選者は7月1日号でお知らせします。

町では、国民健康保険に加入している方を対象に、
出産費用の一部を無利子で貸し付けます。この制度
では、出産育児一時金を出産前に借りることで、そ
れを出産費用の支払いに当てることができるという
ものです。さて、借りられる最高金額は、次の①～
③のうちどれでしょう。

① 30万円　　② 35万円　　③ 24万円

5月号の答えと当選者（敬称略） ■正解：②石小屋ダム　■当選者：工藤文子・小金沢文恵・橋本美保・松村明徳・山崎典子

草木が花や実をつけていくのと、子どもの成長
はよく似ているといわれます。草木に花や実がつ

くためには、水と太陽そして肥料が必要なように、子どもの心の育ちにも必
要なものがあります。それは、愛情という肥料です。
ところで、愛情という肥料は一体どのようなものでしょう。いろいろ考え
られますが、思いやり・優しさ・許し合い・支え合い・助け合い・話し合い
など、目には見えない心の動きからくるものではないでしょうか。
子どもの成長の基盤は家庭であり、家族のきずなです。親子のきずなは妊
娠（胎教）そして出産（出会い）から始まります。母となる喜び、赤ちゃん
を抱く喜び、そうした瞬間の感動が親子のきずなを一層深いものにしてくれ
るでしょう。「赤ちゃんが初めて出会うおもちゃは、お母さんの顔と指」。こ
れは、寺内定夫先生（子どもの文化研究所所長）の言葉です。

●子育て支援センター“あい”情報

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

このコーナーは、これから親になる方、
そして今子育て真っ最中の方に少しでも役立てていただこうと、
“親と子の関係”について掲載しています。

利用者からの声
親子で体を動かし、
楽しめるのが
いいですね。

親子で楽しく遊ぶ時間を企画しました。会場はいずれも子育て
支援センターです。
日時◆６月１６日（月）午前１０時～
内容◆「子どもの事故防止と応急手当て」
講師◆町消防士
日時◆７月１６日（水）午後3時～
内容◆絵本・大型紙芝居
講師◆吉川紀子さん（お話ナンシー）
問い合わせ◆子育て支援センター1（285）8345へ。

子育て　　　 とタイム“ホッ”

普段できない遊びが

できて、子どもも満

足したようです。

「きずな」



スポーツ施設の抽選日
●第1号公園体育館、町立体育館、坂本体
育館
抽選日◆
6月15日（日）※7月15日～8月14日分
7月16日（水）※8月15日～9月14日分
会場◆第1号公園体育館会議室
時間◆午前8時45分～
問い合わせ◆第1号公園体育館1（285）
1818へ。
●第1号公園野球場・テニスコート・2号
公園・坂本運動場・志田運動場・小沢ソフ
トボール場
抽選日◆
6月1日（日）※7月分抽選会
7月2日（水）※8月分抽選会
会場◆第1号公園体育館会議室
時間◆午前9時～
問い合わせ◆第1号公園体育館1（285）
1818へ。
●三増公園陸上競技場
テニスコートの利用については、7月末
日分まで随時受け付けています。
問い合わせ◆三増公園陸上競技場1（281）
6777へ。

●田代運動公園野球場・テニスコート・ソ
フトボール場
抽選日◆
6月15日（日）※7月15日～8月14日分
7月16日（水）※8月15日～9月14日分
会場◆田代運動公園
時間◆午前9時～
問い合わせ◆田代運動公園1（281）
0427へ。

今月の相談】

●法律相談
6日と20日のいずれも金曜日午前10時
から午後3時まで、役場相談室で弁護士が
相談に。7月は4日と18日を予定。相談を
希望される方は電話予約を。予約をされる
方は、相談日の11日前の月曜日から受付
をします。
（月曜日が祝日の場合は翌日）住民課1（内
線）255（有線）4822へ。
●消費生活相談
2日、5日、9日、12日、16日、19日、
23日、26日、30日の午前10時から午後4
時まで、役場相談室で消費生活専門相談員
が相談に。（電話での相談も可）
●交通事故相談
11日と25日のいずれも水曜日、午前10
時から午後4時まで、役場相談室で交通事
故専門相談員が相談に。相談を希望される
方は住民課へ電話予約を。
●なやみごと相談
13日（金）の午後1時30分から3時30分
まで、役場相談室で人権擁護委員、行政相
談委員が相談に。（電話での相談も可）
●住宅相談
18日（水）の午後1時から4時まで、役場

相談室で建築事業組合愛川の会員の方が新
築や増改築、耐震建築などの相談に。
●行政書士相談
12日（木）午後1時から4時まで、役場相
談室で神奈川県行政書士会厚木支部の会員
の方が相談に。
●教育相談
○不登校・校外生活・非行・就学相談など
＜来所相談＞は、毎週、月・火・木・金曜
日の午前9時から午後4時まで、役場教育
開発センター1(内線)546で、教育相談員
が相談に応じます。
＜出張相談＞は、2日（月）にレディースプ
ラザで、16日（月）にラビンプラザでいず
れも午前10時から午後3時まで行います。
※相談指導教室およびスクールカウンセ
ラー相談に関することも、同センターにお
問い合わせください。
＜電話相談＞は、土曜・日曜・祝日を除＜
毎日、教育開発センター1（内線)546で受
け付けています。

142003.June

ー シ ョ ン

相　談

スポーツ

スポーツ施設の抽選日

話題の本

▼星々の舟（村山由佳）

▼似ない者夫婦（津村節子）

▼管仲（上・下）（宮城谷昌光）

▼かえっていく場所（椎名誠）

▼ほんまに・・・・・・どないなっ

とんねん（玄月）

譲りたい

▽アイロン台 ▽犬小屋 ▽パソコン
用プリンター ▽自転車を無償で
▽リクライニングシート ▽オムツ専
用ごみ箱 ▽子ども用歩行器 ▽洗濯
機 ▽冷蔵庫 ▽パイプベッドを価格
相談で

譲ってほしい

▽アップライトピアノ ▽ソファ ▽
セミダブルベッド ▽赤ちゃん用の服
▽チェスト（ベビーダンス）を無償
で
▽２槽式洗濯機 ▽ピアノを価格相談
で

連絡先／住民課住民相談班1（内線）255へ。



男女雇用機会均等月間　６月１日～３０日
トップは決断　女性もチャレンジ　ポジテ
ィブアクションで男女ともに活躍を

厚生労働省では、6月を「男女雇用機会
均等月間」と定め、職場における男女均等
について、労使をはじめ社会一般の認識と
理解を促すための活動を行っています。
神奈川では、月間行事として神奈川労働
局、神奈川県などが連携して、男女雇用均
等推進セミナーを開催します。
日時◆6月19日（木）午後1時30分～午後4
時
会場◆横浜情報文化センター情文ホール
（横浜市中区日本大通11）
内容◆ポジティブ・アクションの推進につ
いての講演ほか
講師◆成城大学法学部教授　奥山明良
問い合わせ◆神奈川労働局雇用均等室
1045（211）7380へ。

県立あいかわ公園で地場生産品を販売
町観光協会では、県立あいかわ公園で地
元で作られた菓子・木工製品・ネクタイな
どを販売しています。
会場◆県立あいかわ公園パークセンター
期間◆12月までの土・日・祝日の午前10
時～午後4時（平日は展示のみ）
販売品◆ネクタイ・Ｔシャツ・スカーフ・
組みひも・菓子・木工製品ほか。
問い合わせ◆商工課商工観光班1（内線）
344へ。

紫外線に注意！
太陽の光は、わたしたちの生活にとって
なくてはならないものですが、近年、オゾ
ン層の破壊などにより紫外線量が増加して
います。紫外線による過度の日焼けは、肌
のしみやしわの増加、さらには皮膚がんの
発症、白内障の進行などの原因といわれて
います。
これからの季節、山や海などに出掛ける
機会も増え、ますます多くの紫外線を浴び
ることになります。
外出する際には次のことに注意しましょ
う。

①紫外線の強い時間帯（午前10時～午後
２時ごろ）は、できるだけ外出を控えま
しょう。
②外出するときは帽子をかぶりましょう。
③露出部分の少ない衣類を着用しましょ
う。
④屋外では、できるだけ日陰を利用しまし
ょう。
⑤過度の日焼けをしないようにしましょ
う。
問い合わせ◆環境課環境対策班1（内線）
382へ。

「用途地域の指定のない区域における建築
形態制限の指定」に関する縦覧

市街化調整区域における容積率や建ぺい
率などを定める県の指定案がまとまりまし
た。その案を次のとおり皆さんに縦覧しま
す。この案にご意見のある方は、縦覧の期
間中、県知事あてに意見書を提出すること
ができます。
縦覧場所◆町都市施設課・県建築指導課・
厚木土木事務所計画建築部
縦覧期間◆6月2日（月）～30日（月）
（土・日を除く午前8時30分～午後5時）
問い合わせ◆都市施設課都市計画班1（内
線）323へ。

青少年県外交流事業　団員を募集
県外の青少年との交流や体験活動を通
し､相互理解や相互協力意識を養ってもら
おうと、青少年を県外に派遣する青少年県
外交流事業を行います。ぜひご参加くださ
い。
派遣期間◆8月2日（土）～8月4日（月）
派遣先◆友好都市　長野県立科町
活動内容◆立科町青少年との交流、立科町
えんでこ祭りへの参加（事前に2日間程度
の研修を行います）
対象◆町内の中学校に在籍する中学1年生
募集人数◆30人
参加費◆5,000円
交通◆町マイクロバス
申込方法◆6月16日（月）までに申込用紙
（教育委員会･各中学校で配布）に必要事項
を記入し､各中学校へ提出してください。
問い合わせ◆教育委員会生涯学習課
1（内線）528へ。
成人式実行委員を募集

平成16年1月と平成17年1月に開催す
る、成人式の企画や運営を行う実行委員を
募集します。
募集人員◆15人程度（各年）
委員期間◆平成16年1月に成人式を迎える
方は､平成16年1月まで。
平成17年1月に成人式を迎える方は､平成
17年1月まで。
内容◆月1回程度の会議など。
応募資格◆平成16年1月または平成17年1
月に成人式を迎える方
応募方法◆7月31日（木）までに、教育委員会
生涯学習課へ電話でお申し込みください。
問い合わせ◆教育委員会生涯学習課1（内
線）528へ。
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成人式実行委員を募集

募　集

青少年県外交流事業　団員を募集

男女雇用機会均等月間　
6月1日～30日
トップは決断　女性もチャレンジ　ポジ
ティブアクションで男女ともに活躍を

「用途地域の指定のない区域におけ
る建築形態制限の指定」に関する
縦覧

県立あいかわ公園で地場生産品を販売

紫外線に注意！
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バス路線が廃止
串川橋から半原まで
昨年2月に改正された
道路運送法によって、
路線バス事業の規制緩
和がされたことに伴い、
神奈川中央交通（株）
から次の路線を10月
（予定）から廃止する旨
の申し出がされました。
このため、県生活交通
確保対策地域協議会で具体的な対応の協議
を進めていく予定です。
問い合わせ◆企画課企画調整班1（内線）
223へ。

（６月１日号　インフォメーション）
危険物安全週間　６月８日～１４日
「危険物　無事故の主役は　あなたです」

てんぷら油やスプレー缶、油性塗装など
は安全に使用すればとても便利なものです
が、使用方法などを間違えると大変危険で
す。これらの危険物は燃えやすく、燃え広
がりが早く、消しにくいのが特徴です。
日ごろから危険物の取り扱いには十分に
注意しましょう。
取り扱いのポイント
●てんぷら油を火に掛けたままその場を離
れない。
●可燃性のスプレーなどは、火気の近くで
使用しない。
●灯油缶などは栓をしっかり閉めて保管す
る。
●油性塗料を使用するときは、火気を使用
せず換気に十分注意をする。

小・中学校の教科書を展示
現在、町立小・中学校で使用している教
科書を展示しています。どうぞご覧くださ
い。
期間◆6月1日（日）～8月31日（日）
場所◆図書館
展示教科書◆
平成14年4月から平成16年3月まで使用
される小学校用教科書
平成14年4月から平成17年3月まで使用
される中学校用教科書　　
※展示期間終了後は、教育開発センター情
報室（文化会館3階）に展示します。
問い合わせ◆指導室1（内線）544へ。

建築物などの実態調査　６月１０日～３０
日

国土交通省では「平成15年度建築物等
実態調査」を行います。この調査は、最近
の建築物および住宅の建築状況などを調査
し、国や都道府県の住宅・建築行政などの
基礎資料とすることを目的に、毎年実施し
ているものです。
6月10日から30日までの間に調査員が
お伺いします。調査した内容は統計に関す
ること以外には使用しませんので、ご協力
をお願いします。
問い合わせ◆都市施設課都市計画班1（内
線）322へ。

もう一度考えてほしい、水の大切さ
６月１日～７日は「水道週間」です
水は人間をはじめとする地球上の生物に
とって欠くことのできない資源であり、わ
たしたちの生活やさまざまな社会経済活動
を支えています。今後、限りある資源の水
を有効活用し、安全で良質な水を安定供給
するため、地震などの災害に強い水道施設
づくりを進めていく必要があります。
次の世代へ豊かな水資源を残すため、さ
らに水に対する理解と認識を深めてもらう
ことを目的に、全国一斉に「水道週間」が
実施されます。
スローガン◆『届けます　未来に安心　水
道水』
催し◆6月1日（日）午前10時から「あいか
わ健康の日」に合わせて、役場本庁舎周辺
で水道週間キャンペーンを開催します。さ
まざまな催しを予定していますので、大勢
の皆さんのご来場をお待ちしています。

ー シ ョ ン

建築物などの実態調査　
6月10日～30日

もう一度考えてほしい、水の大切さ
6月1日～7日は「水道週間」です

小・中学校の教科書を展示

危険物安全週間　6月8日～14日
「危険物　無事故の主役は　

あなたです」

バス路線が廃止　串川橋から半原まで

今年4月からスタートした支援費制
度は、身体障害者手帳や療育手帳など
を持つ障害者が、サービス提供事業者
と直接契約し、必要なサービスを受け
る制度で、利用者の選択や自己決定を
尊重した仕組みとなっています。
サービスを受けた場合、利用者は所
得などに応じてサービス提供事業者に
サービス総費用の一部を支払い、残り
の額は支援費として町から支払われま
す。
支援費の対象となるサービスは、ホ
ームヘルプサービスやデイサービス、
ショートステイサービスなどの在宅サ
ービスのほか、更生施設、授産施設
（軽作業などを通じて社会的自立を図る
施設）、療護施設（重度身体障害者の入
所施設）などの施設訓練サービスなど
があります。
65歳以上の方で介護保険と共通する
サービスは、介護保険が優先されます。
制度の利用に当たっては、まず福祉課
に申請し、支給決定を受けることが必
要となります。
問い合わせ◆福祉課障害福祉班1（内
線）245・246へ。

福 祉 の 窓

支援費制度の利用について

三51系統

（三ヶ木～関～半原）

三52系統

（三ヶ木～土沢～半原）

橋04系統

（半原～久保沢～橋本駅）

廃止により、乗
り合いバスが通
らなくなる区間

平日13往復、土曜14.5
往復、休日12往復

平日5.5往復、土曜5.5往
復、休日7往復

平日7.5往復、土曜6往
復、休日6往復

廃止前の運行回数
廃止予定の系統

（起点～主な経由地～終点）

串川橋～半原
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イ ン フ ォ メ

平和資料館の親子見学会
戦争を体験していない親と未来を担う子
どもたちに、戦争の悲惨さと平和の尊さを
伝えるため、平和資料館の親子見学会を開
催します。参加費は無料、昼食は町が用意
します。
日時◆7月27日（日）午前8時30分～午後
5時（予定）
見学先◆川崎市平和館（川崎市）・地球市
民かながわプラザ（横浜市）
対象◆町内小学校に通う5・6年生の親子
30組（60人）
※応募多数の場合は抽選。
申し込み◆所属小学校から配布された参加
申込書を6月13日（金）までに所属小学校
へ提出してください。
問い合わせ◆企画課企画調整班1（内線）
224へ。

もう一度　普通救命講習会を！
身に付けた応急手当てを、もう一度確認
してみませんか。普通救命講習会をすでに
受講され、修了証をお持ちの方を対象に6
月から再度講習会を開催します。
ご希望の方は事前に電話でお申し込みく
ださい。実技を行いますので、軽い運動の
できる服装でお越しください。
日時◆毎月第2・3土曜日　午後1時～3時
会場◆消防署2階会議室
内容◆観察要領・心肺蘇生（そせい）法・
外傷の手当てなど
対象◆普通救命講習修了証の取得者
講師◆町消防職員
申し込みと問い合わせ◆消防署救急隊1

（285）3131へ。

●ホール

※「夢カード」で文化会館前売り券が交換できます。

月日 催　し 開演 終演 主　催 入　場

文化会館 催し案内

6/18
（水）

13：30 15：30
平成15年度たばこ税
手持品課税説明会

厚木税務署1（221）3261
町税務課1（285）2111

無料
（先着535人）

●展　示

6/14（土）
〜

6/15（日）
愛川水石奇木会展 山田1（281）1600

期間 催　し 主　催

※展示場所についてはすべて1階で、入場無料となっております。なお、通常の展示時間は
午前9時から午後5時です。
※問い合わせは直接主催者にお願いします。

6/22
（日）

13：00 16：30コア音楽講座合同発表会
ブックスコア
1（286）3520

無料
（先着535人）

6/28
（土）

14：00 16：00
神奈川県消防協会厚木市
愛甲郡支部教養研修会

町消防本部
1（285）3131

関係者

平和資料館の親子見学会

もう一度　普通救命講習会を！

お知らせ

千年に一度のすい星の夜に、サトシ＆ピカチュウたちが繰り広げる愛と勇気と感動
のファンタジーアドベンチャー映画。伝説のポケモン「ジラーチ」が、ついに登場
します。ポケモン映画の最新作をご家族そろってお楽しみください。

会場◆文化会館ホール
日時◆7月26日（土）

1回目 9時30分～
2回目 12時00分～
3回目 14時30分～
4回目 17時00分～

入場料◆大人（高校生以上）1,000円
小人（3歳以上） 500円

※前売り券は文化会館窓口、町内各前売所で
発売中です。前売り券が売り切れた場合、当
日券はありません。
問い合わせ◆文化会館1（内線）532へ。

映画
「劇場版ポケットモンスター
七夜の願い星ジラーチ」を上映

今月の納税・納付

町県民税 第1期分・全期前納分

国民健康保険税　第1期分・全期前納分

介護保険料 第1期分

納期限　6月30日（月）

納税は便利な口座振替で



町民健康相談

期日◆6月9日（月）
受け付け◆成人：午前9時～10時
乳幼児とその保護者：午前10時～11時
会場◆町保健センター
対象◆乳幼児からお年寄りまで
内容◆生活習慣病、育児・栄養相談、血圧
測定、尿検査など
問い合わせ◆健康づくり課健康づくり班1

（内線）263へ。 ※ご希望の方は当日直接
会場へお越しください。

厚木保健福祉事務所からのお知らせ
●栄養専門相談（病気の方などの食事相談）
期日◆6月3日（火）・17日（火）
時間◆午前9時～午後4時
●専門医による精神保健相談（心の病気や
社会復帰などの相談。アルコール・薬物・
シンナーなどの依存症の相談も行います）
期日◆6月2日（月）・18日（水）・26日（木）
時間◆午後1時30分～4時
※6月4日（水）は町福祉センターで開催
●専門医による老人性痴ほうの相談（物忘
れがひどくなるなど、痴ほうについての相
談）
期日◆6月4日（水）
時間◆午後1時30分～4時
●こども専門相談（発育や子育てについて、
小児科医、臨床心理士、理学療法士が相談
に応じます）
期日◆6月5日（木）
時間◆午後1時～4時
●こども整形外科相談（18歳未満で心配
のある方）
期日◆6月26日（木）
時間◆午後1時～2時
●障害児のための歯科相談（心身に障害を
持つ6歳未満の幼児）
期日◆6月5日（木）
●大人の歯茎検診（対象は20～39歳の方）
期日◆6月24日（火）
時間◆午後1時30分～
●エイズ無料検査（電話相談は随時受付）
期日◆毎週月曜日
時間◆午後1時30分～3時
●外国籍県民結核健康診断
期日◆毎週水曜日
時間◆午前9時～10時30分

料金◆無料
申し込みと問い合わせ◆厚木保健福祉事務
所1（224）1111へ。
※会場は厚木保健福祉事務所
※事前に電話で予約をしてください。

健康増進法が施行　５月1日～
平成12年にスタートした国民健康づく
り運動「健康日本21」を法制化した健康
増進法が、5月1日から施行されました。
この法律は、すべての人が健やかで心豊
かに生活できる活力ある社会を目指し、生
活習慣の見直しを通して積極的に健康を増
進し、病気の発生そのものを予防する「一
次予防」と、一人ひとりの主体的健康づく
り活動を社会全体で支援する「環境づくり」
に重点を置いています。
特にこの法律では、がんや循環器病など
多くの疾患や妊娠に関連した有害物質「た
ばこ」への対策が盛り込まれています。学
校・病院・集会場・百貨店・事務所・官公
庁施設・飲食店など、多数の人が利用する
施設の施設管理者は、受動喫煙（室内など
で他人のたばこの煙を吸わされること）を
防止することに努めなければならなくなり
ました。

新型肺炎（ＳＡＲＳ）の相談体制
神奈川県の各保健福祉事務所（保健所）
では、新型肺炎（重症急性呼吸器症候群＝
ＳＡＲＳ）についての電話相談を行ってい
ます。
平成14年11月1日以降に流行の起きて
いる地域（トロント、シンガポール、広東
省、香港、山西省、台湾、ハノイ、北京、
ロンドン、米国、内モンゴル自治区）から
帰国された方で、疑わしい症状（38度以
上の急な発熱、咳、呼吸困難感などの呼吸
器症状）を有する方は、電話でご相談くだ
さい。
連絡先◆平日：厚木保健福祉事務所（保健
予防課）1（224）1111（代表）
土・日：神奈川県衛生部保健予防課
1045（210）5117（直通）
（受付時間は午前8時30分～午後5時）

182003.June

厚木保健福祉事務所からのお知らせ

健康増進法が施行　５月1日～

新型肺炎（SARS）の相談体制

イ ド

●町健康づくり課 1285─2111（内線261～264）

自分の体重を知り、
日々の活動に

見合った食事量を！

●太ってきたかなと感じたら、体重を

量りましょう。

●普段から意識して身体を動かすよう

にしましょう。

●美しさは健康から。無理な減量はや

めましょう。

●しっかりかんで、ゆっくり食べまし

ょう。

体重が重いだけでなく、体脂肪の量

が増えすぎてしまった状態を肥満とい

います。肥満のほとんどは、食べ過ぎ

や運動不足によるものです。肥満にな

ると身体の調子が悪くなりやすく、糖

尿病をはじめとする生活習慣病なども

引き起こすため、定期的に体重を量っ

てほどよい体重を保つことが大切です。

また、年齢を重ねるにつれ、普段の

活動量や運動量が減り、さほど食べて

いないのに太ってしまうというケース

もあります。

年齢や環境に合わせた食生活と適度

な運動を行い、肥満を防ぐよう心掛け

ましょう。

保健師より
ひとこと

町民健康相談
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乳幼児の健康診査

受け付け◆午後1時15分～2時15分
会場◆町保健センター
問い合わせ◆健康づくり課予防班1（内線）
263･264へ。

※4カ月児健診については、神経芽細胞腫
（小児がんの一種）の用紙をお渡しします
ので、病院などで健診済みの方も必ずお越
しください。
※3歳6カ月児健診については、対象者へ6
月下旬に必要書類を送付しますので届かな
い方はご連絡ください。

離乳食の講習会
期日◆6月25日（水）
受け付け◆午後1時10分～1時30分
会場◆町保健センター
対象◆生後4～8カ月の初めてのお子さん

とお母さん
持ち物◆母子健康手帳、スプーン、筆記用具
内容◆栄養士の講話・離乳食の進め方と試食
申し込みと問い合わせ◆予約制ですので6
月20日（金）までに健康づくり課予防班1

（内線）263･264へ。

スキンシップ教室
赤ちゃんとお母さん！保健センターへ遊
びに来ませんか？ベビーマッサージや身
長・体重測定、育児の相談など内容も盛り
だくさん、友だちもたくさんできると思い
ます。お気軽にご参加ください。
日時◆6月17日（火）午前10時～11時30
分（受け付けは9時45分～）
会場◆町保健センター
対象◆生後2カ月～1歳未満のお子さんと
お母さん（1歳以上のきょうだいがいる場
合はご相談ください。）
持ち物◆母子健康手帳、バスタオル（赤ち
ゃん用）
申し込みと問い合わせ◆健康づくり課予防
班1（内線）263･264へ。
※初めて参加される方は予約が必要です。
乳幼児ツベルクリン反応検査・乳幼児ＢＣ
Ｇ予防接種

期日◆ツベルクリン反応検査 6月16日（月）
ＢＣＧ予防接種　6月18日（水）
対象◆満3カ月から4歳未満のお子さん
平成14年12月・平成15年1月生まれのお
子さん
受け付け◆午後1時～1時45分
会場◆町保健センター
問い合わせ◆健康づくり課予防班1（内線）
263・264へ。
●予防接種を受けるときの注意
①当日、接種会場で体温を測るので早めに
お越しください。
②「予防接種と子どもの健康」を読み、必
要性や副反応などについて理解しておきま
しょう。
③接種後、ほかの予防接種を受ける際は4
週間以上空けてください。

お子さんの歯科保健指導
お子さんにむし歯はありませんか？むし
歯を無くし丈夫な体をつくりましょう。
会場◆町保健センター

持ち物◆母子健康手帳・歯ブラシ・タオ
ル・コップ・乳幼児手帳のアンケート
問い合わせ◆健康づくり課予防班1（内線）
263・264へ。

※育児について心配のある方は、保健師が
相談をお受けします。
※2歳児歯科検診を初めて受診される方は
1時15分までにお越しください。（むし歯
予防教室未受診の方）
※2歳児歯科検診では身長・体重測定も行
っています。

やすらぎ健康相談
対象◆乳幼児からお年寄りまで
内容◆生活習慣病、育児相談、栄養相談
受付時間◆午前10時～11時
期日・会場◆
6月24日（火） 両向児童館
6月25日（水） レディースプラザ
6月30日（月） 桜台南児童館　
※ご希望の方は当日直接会場へお越しくだ
さい

6月のがん（集団）検診
がん（集団）検診を申し込まれた方には、
5月末に受診券、問診票、検便の容器（申
込者のみ）をお送りしています。
受診券に記載されている受診日に必ず受
診しましょう。
持ち物◆受診券・問診票・検便（申込者の
み）・検診料金
期日・内容◆

※検診日などを変更する場合は、早めに健康
づくり課健康づくり班へご連絡ください。
※申し込みは、すでに締め切らせていただ
きました。

乳幼児の健康診査

保 健 ガ

対　象

4 カ月児
（15年2月
生まれ）

10カ月児
（14年9月
生まれ）

1歳6カ月児
（13年12月
生 ま れ ）

3歳6カ月児
（11年12月
生 ま れ ）

7月1日
（火）

7月3日
（木）

7月11日
（金）

7月8日
（火）

母子健康手帳、
乳幼児手帳の
アンケート

母子健康手帳、
乳幼児手帳の
アンケート

母子健康手帳、
歯ブラシ、タオ
ル、当日の朝の
尿、アンケート
用紙、視力・聴
力の調査票（記
入済みのもの）

期　日 持ち物

母子健康手帳、
歯ブラシ、タオ
ル、乳幼児手帳
のアンケート

離乳食講習会

スキンシップ教室

お子さんの歯科保健指導

教室名
むし歯
予　防
教　室

期　日

6月19日
（木）

対　象 受　付

14年5月
生まれ

午前9時
4 5分～
9時55分

歯科検診
6月19日
（木）

12年11月
・

13年5月
生まれ

午後1時～
2時30分

やすらぎ健康相談

6月のがん（集団）検診

乳幼児ツベルクリン反応検査・
乳幼児ＢＣＧ予防接種

6月1日（日）
胃・大腸・
肺・子宮・乳

6月18日（水）胃・大腸・肺

6月26日（木）
胃・大腸・
肺・子宮・乳

町福祉
センター

町保健
センター
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日 月 火 水 木 金 土

7

11 12 13 148 9 10

4 5 61 2 3

18 19 20 2115 16 17

25 26 27 2822 23 24

29 30

町長と話し合うつどい
（六倉児童館）
なやみごと相談
1歳6カ月児健康診査

町長と話し合うつどい
（春日台会館）
法律相談

町長と話し合うつどい
（坂本児童館）
消費生活相談
行政書士相談

消費生活相談
むし歯予防教室　
2歳児歯科検診　

交通事故相談

住宅相談
乳幼児ＢＣＧ予防接種

3歳6カ月児健康診
査

町長と話し合うつどい
（桜台団地公民館）
スキンシップ教室

消費生活相談
町民健康相談

町長と話し合うつどい
（大塚公民館）
消費生活相談
出張教育相談
乳幼児ツベルクリン反応検査

町長と話し合うつどい
（半縄公民館）
法律相談

消費生活相談　
10カ月児健康診査

町長と話し合うつどい
（桜台児童館）
4カ月児健康診査

町長と話し合うつどい
（二井坂児童館）
消費生活相談
出張教育相談

あいかわ健康の日

消費生活相談離乳食講習会
やすらぎ健康相談
交通事故相談

やすらぎ健康相談消費生活相談　

消費生活相談
やすらぎ健康相談

人　口　　　42,802（-11）

男　　　　22,059（+17）

女　　　　20,743（-18）

世　帯　　　15,049（+43）

人口と世帯
5月1日現在
( )内は前月比

古紙配合率100％再生紙を使用しています

6月

文化会館休館日

毎週火曜日

図書館休館日

毎週火曜日・2（月）

第1号公園体育館休館日　　

毎週火曜日

田代運動公園・三増公園陸上競技場休園日　

毎週火曜日

図書館開館時間

（通常）午前９時30分～午後５時

（延長）毎週水曜日　午前9時30分～午後7時

図書館延長日

休館の
お知らせ

至厚木 

至津久井 

中津 
中津 

局前 

一本松 

一本松 

しょうぶの里

毎年６月上旬ころ、中津下

谷のハナショウブが見ごろを

迎えます。「しょうぶの里」と

して親しまれるここは、サラ

サラと流れる用水路沿いに、

ハナショウブが植えられてい

ます。
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